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出
た
と
い
う（
１
）。
そ
こ
で
舎
人
親
王
は
そ
の
こ
と
を
、
時
の
聖
武
天
皇

（
七
〇
一
～
七
五
六
、
在
位
七
二
四
～
七
四
九
）に
奏
上
し
た
と
こ
ろ
、
天
皇

の
容
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
、
天
皇
は
興
福
寺
の
僧
侶
の
栄
叡
と
普
照
を
、

天
平
五
年（
七
三
三
）に
任
命
の
遣
唐
使
と
と
も
に
唐
に
遣
わ
し
た
。
彼
ら

に
与
え
ら
れ
た
使
命
は
、
し
か
る
べ
き
僧
侶
の
渡
日
を
依
頼
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
。

　

同
年
、
栄
叡
や
普
照
ら
は
多
治
比
真
人
広
成
を
大
使
と
す
る
遣
唐
使
に

従
っ
て
入
唐
す
る
や
、
ま
ず
唐
都
の
洛
陽
の
大
福
先
寺
に
お
い
て
、
僧
定
賓

か
ら
具
足
戒
を
授
け
ら
れ
、
一
方
で
栄
叡
ら
は
大
福
先
寺
の
道
璿
の
知
遇
を

得
た
ら
し
く
、
道
璿
に
渡
日
の
交
渉
を
行
っ
て
い
る
。
幸
い
に
も
、
そ
の

要
請
を
聞
き
入
れ
た
道
璿
は
渡
日
を
了
承
し
、
天
平
七
年
、
遣
唐
副
使
中
臣

名
代
の
船
に
乗
っ
て
来
日
し
た（
２
）。
後
に
道
璿
は
奈
良
朝
仏
教
界
で
は

要
職
を
占
め
、
律
師
に
補
任
さ
れ
、
東
大
寺
の
大
仏
開
眼
会
に
お
い
て
呪
願

師
を
務
め
て
い
る（
３
）。

　

道
璿
の
渡
海
を
見
届
け
た
栄
叡
ら
は
、
そ
の
後
も
自
ら
の
修
行
に
努
め
て

十
年
を
経
過
し
て
お
り
、
一
方
、
帰
国
を
願
っ
て
い
た
が
、
迎
え
と
な
る

遣
唐
使
船
が
到
来
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
唐
国
内
で
栄
叡
ら
の
活
動
を
援
助

す
る
者
が
い
て
、
天
台
山
国
清
寺
に
奉
納
物
を
納
め
に
行
く
と
の
名
目
で

帰
国
の
船
を
調
達
し
て
も
ら
い
、
渡
海
の
た
め
に
栄
叡
ら
は
揚
州
に
至
っ
て

い
る
。唐
暦
で
は
天
宝
元
年（
七
四
二
）、和
暦
で
は
天
平
十
四
年
に
あ
た
っ
て

い
る
。
と
こ
ろ
で
栄
叡
ら
の
使
命
の
一
つ
は
戒
律
を
授
け
る
こ
と
の
で
き
る

僧
侶
を
日
本
に
招
く
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
当
時
、
揚
州
の
大
明
寺
で
律
学

の
講
義
を
し
て
い
た
鑑
真
の
も
と
を
訪
ね
る
こ
と
に
し
た
。
そ
こ
で
栄
叡

ら
は
、
戒
律
を
授
け
る
こ
と
の
で
き
る
僧
侶
の
渡
日
を
依
頼
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
詳
し
く
は
鑑
真
の
渡
日
の
経
過
を
伝
え
て
い
る『
唐
大
和
上
東
征

伝
』（『
東
征
伝
』と
略
す
）に
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
本
稿
は
、
鑑
真
の

事
蹟
を
述
べ
る
の
が
目
的
で
は
な
い
の
で
、
鑑
真
渡
日
の
詳
細
は
省
略
す
る

が
、本
稿
の
主
人
公
で
あ
る
安
如
宝
が
鑑
真
に
従
っ
て
来
日
し
て
い
る
か
ら
、

如
宝
の
渡
日
の
足
跡
を
確
認
す
る
た
め
に
、
安
如
宝
と
の
関
連
で
、
鑑
真
の

渡
日
の
経
緯
を
簡
単
に
辿
る
こ
と
に
す
る
。

　

栄
叡
や
普
照
等
が
鑑
真
に
渡
日
を
要
請
し
た
時
の
様
子
は『
東
征
伝
』に

記
さ
れ
て
い
る
が（
４
）、
そ
の
要
請
を
受
け
入
れ
た
鑑
真
は
、
爾
来
、
六
度

に
亘
っ
て
渡
海
を
試
み
て
い
る
。
し
か
し
五
度
に
わ
た
っ
て
、
鑑
真
の
渡
海

に
反
対
す
る
弟
子
ら
の
密
告
や
、
巧
く
航
海
に
乗
り
出
す
こ
と
が
で
き
た

の
に
、
台
風
に
遭
遇
し
て
目
的
を
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
さ
ら
に

鑑
真
自
身
に
降
り
か
か
っ
た
災
難
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
も
め
げ
ず
、
鑑
真

は
六
度
目
の
渡
海
を
試
み
て
い
る
。
安
如
宝
が
鑑
真
に
従
っ
て
渡
海
す
る

こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
第
六
回
目
の
渡
海
の
時
で
あ
る
。

　

天
平
勝
宝
五
年（
七
五
三
）十
一
月
十
六
日
に
、
鑑
真
一
行
は
唐
国
蘇
州
を

出
発
、
二
十
一
日
に
阿
児
奈
波
島（
沖
縄
）に
至
り
、
爾
来
、
多
祢
島（
種
子

島
）、
益
救（
屋
久
島
）を
経
て
、
十
二
月
二
十
六
日
に
太
宰
府
に
入
り
、
翌
年

正
月
遣
唐
副
使
の
大
伴
宿
禰
胡
麻
呂
は
鑑
真
が
自
身
の
船
に
乗
っ
て
太
宰
府

に
到
着
し
た
と
奏
上
、
さ
ら
に
鑑
真
は
二
月
一
日
に
難
破（
難
波
）か
ら
、

四
日
に
は
平
城
京
に
入
り
、
五
日
に
羅
城
門
外
で
迎
接
を
受
け
、
東
大
寺
に

入
寺
し
た
。
こ
の
時
、
安
如
宝
も
鑑
真
に
従
っ
て
入
国
し
て
い
る
。
時
に

如
宝
は
二
十
二
歳
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る（
５
）。

は
じ
め
に 

 

鑑
真
と
安
如
宝

　

安
如
宝（
七
三
〇
～
八
一
五
）は
八
世
紀
の
中
頃
に
来
日
し
た
鑑
真（
六
八
八

～
七
六
三
）の
仏
弟
子
の
一
人
で
あ
る
。
安
如
宝
が
鑑
真
に
従
っ
て
来
日

し
た
時
、
日
本
の
仏
教
史
の
上
で
一
つ
の
転
換
期
を
迎
え
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
そ
の
転
換
期
の
中
で
も
、
安
如
宝
は
唐
招
提
寺
の
発
展
に
大
き
く

貢
献
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
奈
良
時
代
末
か
ら
平
安
時
代
初
期
に
活
躍
し
た

ソ
グ
ド
人
安
如
宝
の
足
跡
を
た
ど
り
な
が
ら
、
日
本
仏
教
史
の
中
に
お
け
る

安
如
宝
の
役
割
を
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
『
東
大
寺
要
録
』巻
一
に
よ
る
と
、
戒
律
が
十
分
に
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
と

思
わ
れ
た
元
興
寺
の
僧
隆
尊
は
戒
八
律
を
授
け
る
導
師
を
中
国
か
ら
招
聘
し
、

日
本
に
戒
律
を
広
め
た
い
と
考
え
、
そ
の
こ
と
を
天
武
天
皇（
～
六
八
六
、

在
位
六
七
三
～
六
八
六
）の
皇
子
の
舎
人
親
王（
六
七
六
～
七
三
五
）に
申
し
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皇
太
后
、
沙
弥（
弱
年
の
仏
教
徒
で
あ
る
が
、
ま
だ
僧
尼
に
は
到
達
し
て

い
な
い
）四
百
四
十
人
ば
か
り
の
人
に
授
戒
し
て
い
る
。
さ
ら
に
僧
八
十
余
人

に
も
、
こ
れ
ま
で
授
け
ら
れ
て
い
た
旧
戒
を
捨
て
て
、
鑑
真
は
新
た
に
具
足

戒
を
授
け
た
と
伝
え
て
い
る（
11
）。

　

こ
れ
ら
一
連
の
行
事
に
際
し
、
鑑
真
が
壇
の
昇
降
や
授
戒
の
儀
式
の
中
で

誰
か
の
介
助
を
得
て
い
た
と
の
記
録
は
見
当
た
ら
な
い
。

　

ま
た
鑑
真
の
書
と
い
わ
れ
る
も
の
が
正
倉
院
に
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
こ

に
記
さ
れ
た
鑑
真
の
自
署
は
見
る
か
ら
に
手
慣
れ
た
筆
さ
ば
き
で
あ
る
。

こ
の
た
め
自
署
で
は
あ
る
が
、
失
明
し
て
い
る
鑑
真
が
書
い
た
と
は
考
え

ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
、あ
る
い
は
、そ
も
そ
も
鑑
真
の
自
署
で
は
な
く
、

代
筆
だ
と
す
る
考
え
も
提
起
さ
れ
て
い
る（
12
）。（
図
１
）

　

鑑
真
は
五
回
目
の
渡
海
失
敗
の
後
、
失
明
し
て
い
た
と
す
る
と
、
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
六
回
目
の
渡
海
を
行
い
、
つ
い
に
目
的
を
達
成

す
る
が
、
も
し
も
鑑
真
が
完
全
に
失
明
し
て
い
た
と
す
る
と
、
果
た
し
て

六
回
目
の
渡
海
は
あ
り
得
た
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も

彼
の
弟
子
た
ち
が
六
回
目
の
渡
海
を
阻
止
し
よ
う
と

し
た
と
い
う
よ
り
も
、
弟
子
た
ち
の
中
に
は
鑑
真
と

同
様
に
渡
日
に
使
命
感
を
抱
き
、
渡
日
の
準
備
に

精
励
す
る
者
も
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
か
ら
考
え
る
と
、
鑑
真
の
視
力
が
来
日
時

に
零
に
な
っ
て
い
た
と
か
の
よ
う
に
考
え
る
の
は

如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
来
日
時
に
は
、
確
か
に

視
力
は
減
退
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
現
存

す
る
鑑
真
像
か
ら
伺
え
る
よ
う
な
失
明
し
た
状
態
を

来
日
時
の
鑑
真
の
姿
と
考
え
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
。

　

天
平
勝
宝
六
年（
七
五
四
）三
月
、
鑑
真
は
渡
日
し

て
わ
ず
か
二
カ
月
後
に
、
孝
謙
天
皇
か
ら
授
戒
伝
律

一
任
の
勅
を
下
さ
れ
て
い
る（
13
）。
聖
武
太
上
天
皇
や

光
明
皇
太
后
が
大
仏
殿
の
前
に
設
け
ら
れ
た
臨
時
の

壇
に
お
い
て
授
戒
さ
れ
た
の
は
そ
の
一
月
後
の
こ
と

一
、
鑑
真
の
渡
来

　
イ
、
鑑
真
の
失
明
に
関
す
る
問
題
点

　

鑑
真
和
上
と
と
も
に
来
日
し
た
安
如
宝
の
当
初
の
行
動
は
わ
か
ら
な
い
が
、

さ
き
に
記
し
た
よ
う
に
鑑
真
来
日
の
記
録
を
辿
る
こ
と
で
、
安
如
宝
の
事
蹟

を
追
跡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

す
で
に『
東
征
伝
』に
基
づ
い
て
鑑
真
の
事
蹟
を
辿
っ
て
き
た
。
も
と
よ
り

鑑
真
の
事
蹟
は
奈
良
時
代
の
基
本
的
史
書
で
あ
る『
続
日
本
紀
』に
も
見
え
る

が
、
安
如
宝
が
鑑
真
に
随
伴
し
て
い
た
な
ど
の
記
録
も
以
下
に
述
べ
る
よ
う

に
、『
東
征
伝
』が
最
も
詳
し
い
。
後
に
も
触
れ
る
が
、
鑑
真
は
四
十
一
人
の

人
々
と
と
も
に
来
日
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
唐
招
提
寺
の
発
展
に
貢
献

し
て
い
る
胡
国
人
安
如
宝
の
活
躍
の
様
子
が
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る（
６
）。

　

胡
国
人
と
は
ソ
グ
ド
人
を
指
し
て
い
る
が
、
そ
の
ソ
グ
ド
人
が
実
際
に

ど
こ
の
出
身
か
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
記
述
は
な
い
。
た
だ
先
学
の
中
に
は

現
在
の
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
の
ブ
ハ
ラ
と
か
サ
マ
ル
カ
ン
ド
と
述
べ
る
人
が

い
る
。
い
ず
れ
が
良
い
か
断
定
は
出
来
な
い
が
、
そ
の
故
郷
は
ソ
グ
デ
ィ

ア
ナ
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
現
在
の
サ
マ
ル
カ
ン
ド
を
中
心
と
す
る

一
帯
と
考
え
ら
れ
る
。

　

鑑
真
は
五
度
に
及
ぶ
渡
海
失
敗
に
も
め
げ
ず
、
さ
ら
に
六
回
目
の
渡
海
に

挑
戦
し
て
い
る
。
詳
細
は
後
に
触
れ
る
と
し
て
、
五
回
目
の
失
敗
は
最
初
の

渡
海
か
ら
数
え
る
と
、
実
に
十
一
年
を
経
て
お
り
、
六
回
目
の
挑
戦
に
臨
ん

だ
時
は
、
天
平
二
十
年（
七
四
八
）暮
れ
に
五
回
目
の
渡
海
の
失
敗
を
し
て

か
ら
五
年
を
経
過
し
て
い
る
。
こ
の
間
に
、
鑑
真
は
失
明
し
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
る
。『
続
日
本
紀
』に
よ
る
と
、
鑑
真
は
自
身
の
招
聘
に
尽
力
し
て
呉
れ

た
栄
叡
の
死
去
を
悲
し
ん
で
明
を
失
っ
た
と
あ
る
が（
７
）、『
東
征
伝
』に

よ
る
と
、
渡
海
の
際
に
、
頻
り
に
炎
熱
を
経
て
眼
光
暗
昧
に
な
っ
た
と
記
し

て
い
る（
８
）。
す
な
わ
ち
度
重
な
る
渡
海
で
の
潮
風
に
よ
っ
て
視
力
を
失
っ
た

と
あ
る
が
、
学
者
の
中
に
は
、
疲
労
の
た
め
の
失
明
と
も
、
老
化
に
よ
る

白
内
障
が
原
因
で
は
な
い
か
と
い
う
説
も
紹
介
し
て
い
る（
９
）。

　

原
因
は
直
ち
に
明
ら
か
に
な
ら
な
い
が
、
鑑
真
は
胡
人
の
医
者
か
ら
目
の

手
術
を
受
け
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る（
10
）。
胡
人
の
医
者
と
あ
る
か
ら
と

い
っ
て
も
、
も
と
よ
り
安
如
宝
で
は
な
い
。
当
時
の
日
本
に
は
、
安
如
宝
の

ほ
か
に
も
、
胡
人
が
来
日
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
手
術
を
し
た
の
は

唐
国
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
胡
人
に
よ
る
手
術
が
成
功
し
た
か

否
か
わ
か
ら
な
い
が
、
唐
招
提
寺
に
現
存
す
る
鑑
真
像
を
拝
見
す
る
と
、

目
を
閉
じ
て
い
る
姿
か
ら
は
失
明
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
様
子
だ
け

を
拝
見
し
て
い
る
と
、
手
術
は
失
敗
し
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
。

　

唐
招
提
寺
に
、
江
戸
時
代
の
俳
人
松
尾
芭
蕉（
一
六
四
四
～
一
六
九
四
）が

詠
ん
だ
俳
句
を
刻
ん
だ
石
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は

　

若
葉
し
て　

御
目
の
雫　

拭
ば
や

と
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
俳
句
に
よ
る
と
、
鑑
真
は
失
明
し
て
い
る
よ

う
に
み
え
る
。
し
か
し
失
明
し
て
い
た
と
し
て
も
、
若
干
疑
問
が
あ
る
。

　

天
平
勝
宝
六
年（
七
五
四
）四
月
、
鑑
真
は
東
大
寺
大
仏
殿
の
前
に
設
け
た

仮
設
の
戒
壇
に
お
い
て
、
孝
謙
天
皇（
七
一
八
～
七
七
〇
、
在
位
七
四
九
～

七
五
八
、
後
に
重
祚
し
て
称
徳
天
皇
）を
は
じ
め
、
聖
武
太
上
天
皇
、
光
明

NARASIA  │  OPINION
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で設定

（
七
六
〇
）、
平
城
京
内
の
建
物
の
一
部
が
施
入
さ
れ
た
。
天
武
天
皇
の
皇
子

の
長
親
王（
？
～
七
一
五
）の
子
の
智
努
王（
六
九
三
～
七
七
〇
、
臣
籍
に

降
下
し
て
文
室
智
努
と
な
り
、
さ
ら
に
文
室
浄
三
と
改
名
）が
、「
九
間
の
屋
」

を
唐
招
提
寺
に
施
入
し
て
講
堂
に
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る（
18
）。
そ
れ
が

現
存
す
る
講
堂
で
、平
城
京
で
は
東
朝
集
殿
と
呼
ば
れ
て
い
た
建
物
で
あ
る
。

な
お
講
堂
は
東
朝
集
殿
の
一
部
を
改
修
し
て
い
る
が
、
奈
良
時
代
の
宮
殿

建
築
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。

　

そ
れ
か
ら
三
年
後
の
天
平
宝
字
七
年（
七
六
三
）に
鑑
真
が
亡
く
な
ら
れ

た（
19
）。
当
時
、
唐
招
提
寺
は
今
の
よ
う
な
形
で
ま
だ
整
備
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
が
、
鑑
真
入
滅
後
も
さ
ら
に
寺
内
の
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
こ
と
に
尽
力
し
た
の
が
安
如
宝
で
あ
る
。

　
ロ
、
鑑
真
の
弟
子
安
如
宝
の
役
目
と
は

　

安
如
宝
に
関
す
る
記
述
は
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
が
、
安
如
宝
の
こ
と

が
文
献
に
み
え
た
最
初
の
記
事
は
鑑
真
が
多
く
の
弟
子
を
率
い
て
来
日

し
た
時
で
、
安
如
宝
の
名
を
そ
の
来
日
し
た
弟
子
ら
の
中
に
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。

　

鑑
真
に
従
っ
て
来
日
し
た
弟
子
た
ち
に
つ
い
て
、『
東
征
伝
』に
は
次
の

よ
う
に
記
し
て
い
る（
20
）。

　

�

相
隨
弟
子
楊
州
白
塔
寺
僧
法
進
、
泉
州
超
功
寺
僧
曇
静
、
台
州
開
元
寺

僧
思
託
、
楊
州
興
雲
寺
僧
義
静
、
衢
州
霊
耀
寺
法
載
、
竇
州
開
元
寺
僧

法
成
等
一
十
四
人
、藤
州
通
善
寺
尼
智
首
等
三
人
、楊
州
優
婆
塞
潘
仙
童
、

胡
国
人
安
如
宝
、
崑
崙
国
人
軍
法
力
、
瞻
波
国
人
善
聴
、
都
廿
四
人

　

ま
ず
こ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
弟
子
ら
を
僧
侶
・
尼
僧
・
優
婆
塞
や

外
国
人
ら
に
分
け
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
グ
ル
ー
プ
・
第
二
グ
ル
ー

プ
・
第
三
グ
ル
ー
プ
と
分
け
て
検
討
し
よ
う
。
つ
ま
り
白
塔
寺
法
進
以
下

開
元
寺
僧
法
成
ら
十
四
人
が
第
一
グ
ル
ー
プ
、
通
善
寺
尼
僧
ら
三
名
が
第
二

グ
ル
ー
プ
、
優
婆
塞
の
潘
仙
童
ら
が
第
三
グ
ル
ー
プ
と
な
る
。
三
グ
ル
ー
プ

の
合
計
人
数
に
つ
い
て
、
前
記
の『
東
征
伝
』の
文
末
に「
都
廿
四
人
」と
あ
る

が
、
以
前
か
ら「
都
廿
四
人
」の
解
釈
に
つ
い
て
三
グ
ル
ー
プ
の
合
計
か
、

第
三
グ
ル
ー
プ
に
の
み
に
掛
か
る
の
か
で
議
論
が
あ
り
、
ま
だ
結
論
は
出
て

い
な
い
。

　

そ
の
こ
と
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
菅
谷
文
則
氏
の
研
究
で
あ
っ
た（
21
）。

　

氏
は『
東
征
伝
』に
み
え
る
人
々
と
、
正
倉
院
文
書
や
唐
招
提
寺
の
平
安

時
代
の
記
録
か
ら
鑑
真
の
弟
子
と
思
わ
れ
る
人
々
を
調
査
し
、
鑑
真
と
共

に
来
日
し
た
す
べ
て
が
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、『
東
征
伝
』に

記
載
の
僧
俗
二
十
四
人
と
そ
の
他
の
記
録
か
ら
確
認
で
き
る
僧
名
な
ど

か
ら
、
も
と
も
と
鑑
真
は
唐
人
の
み
で
、
す
な
わ
ち
第
一
・
第
二
グ
ル
ー
プ

の
人
々
の
み
で
渡
日
を
考
え
て
い
た
が
、そ
れ
だ
け
で
は
鑑
真
以
下
の
人
々

の
身
辺
雑
事
の
処
理
が
不
可
能
と
の
こ
と
か
ら
、
恐
ら
く
第
三
グ
ル
ー
プ
の

人
々
も
鑑
真
と
共
に
来
日
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

真
田
尊
光
氏
も
鑑
真
と
共
に
来
日
し
た
人
々
の
調
査
を
行
っ
て
い
る（
22
）。

　

中
で
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
真
田
氏
は
鎌
倉
時
代
に
唐
招
提
寺
の
再
興

で（
14
）、
授
戒
伝
律
一
任
の
勅
に
基
づ
い
て
い
る
。

　

か
つ
て
舎
人
親
王
が
仏
教
徒
と
し
て
守
る
べ
き
生
活
規
律
が
伝
え
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
を
憂
い
、
唐
僧
の
招
聘
を
願
っ
て
か
ら
二
十
年
、
漸
く
僧
侶
に

具
足
戒
を
授
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

翌
天
平
勝
宝
七
歳（
七
五
五
）十
月
十
五
日
に
東
大
寺
の
西
方
に
新
た
に

戒
壇
院
を
設
立
し
、
天
皇
・
上
皇
・
皇
太
后
を
は
じ
め
、
そ
れ
以
外
の
人
々

に
も
戒
を
授
け
て
お
り
、ま
た
授
戒
や
伝
戒
を
行
う
唐
禅
院
を
設
け
て
い
る
。

伝
え
に
よ
る
と
、
鑑
真
は
先
に
大
仏
殿

の
前
に
設
け
ら
れ
た
臨
時
の
壇
で
聖
武

太
上
天
皇
ら
に
授
戒
さ
れ
た
が
、
そ
の

と
き
の
壇
の
土
を
移
し
て
戒
壇
院
を

作
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る（
15
）。
そ
の

場
所
は
東
大
寺
の
大
仏
殿
の
西
方
、

ま
さ
に
今
の
戒
壇
院
の
あ
る
と
こ
ろ
で
、

恐
ら
く
ま
だ
視
力
の
あ
っ
た
鑑
真
は
、

そ
こ
で
授
戒
と
戒
律
の
教
授
を
行
っ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

か
く
し
て
所
期
の
目
的
を
達
し
た

鑑
真
は
、
天
平
宝
字
二
年（
七
五
八
）

八
月
一
日
に
戒
和
上
の
任
の
解
除
を

願
い
出
て
い
る
。
こ
の
こ
ろ
、
鑑
真
の

視
力
が
著
し
く
衰
え
て
き
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
か
く
し
て
鑑
真
の

願
い
は
聞
き
届
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
戒
和
上
の
任
を
止
め
ら
れ
た
が
、

同
時
に
、
鑑
真
は
大
和
上
の
称
号
を
贈
ら
れ
て
い
る（
16
）。
と
す
る
と
鑑
真

に
付
与
さ
れ
て
い
た
役
割
は
、
こ
の
時
、
一
応
終
了
し
た
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
東
征
伝
』に
よ
る
と
、
鑑
真
は
東
大
寺
に
止
ま
る
こ
と
五
年
を
経
て
い
る

が
、
翌
天
平
宝
字
三
年
に
東
大
寺
を
去
り
、
平
城
京
左
京
五
条
の
現
在
地

に
寺
を
建
て
て
い
る
。
こ
の
寺
を
当
初
は「
唐
律
招
提
」と
命
名
し
た
が
、

後
に「
唐
招
提
寺
」と
呼
ば
れ
て
い
る
。（
図
２
）�

同
寺
の

南
大
門
に
今
も
掲
出
し
て
い
る「
唐
招
提
寺
」の
額
は
、

孝
謙
天
皇
の
宸
筆
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

も
と
も
と
こ
の
地
は
、
天
武
天
皇（
？
～
六
八
六
、

在
位
六
七
三
～
六
八
六
）の
皇
子
の
新
田
部
親
王（
？
～

七
三
五
）の
旧
宅
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
新
田
部

親
王
の
没
後
、
お
そ
ら
く
は
親
王
の
王
子
に
伝
え
ら
れ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
就
中
、
親
王
の
王
子
道
祖
王
に

伝
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
道
祖
王
は
奈
良

時
代
の
半
ば
、
橘
奈
良
麻
呂
の
変
で
失
脚
し
、「
杖
下

に
死
す
」い
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
以
降
、
没
官
地
に

な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
鑑
真
が

寺
を
建
て
て
戒
律
学
習
の
場
と
し
て
移
り
住
む
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る（
17
）。

　

鑑
真
が
移
り
住
ん
だ
と
こ
ろ
に
、
天
平
宝
字
四
年

NARASIA  │  OPINION
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て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
彼
ら
は
鑑
真
以
下
の
僧
尼
の
炊

飯
や
洗
濯
な
ど
の
身
の
回
り
の
こ
と
に
奉
仕
す
る
任
務
を
担
っ
て
い
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

遣
唐
使
が
派
遣
さ
れ
る
と
き
、
使
節
の
身
辺
に
あ
っ
て
、
日
常
的
に
労
務

を
提
供
す
る
人
が
い
た
こ
と
は『
延
喜
式
』か
ら
も
確
認
で
き
る
。
ま
た
入
唐

す
る
最
澄
・
円
仁
・
円
珍
ら
の
僧
侶
の
中
に
も
身
辺
の
雑
事
を
処
理
す
る

随
伴
者
が
い
た
こ
と
は
先
学
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る（
23
）。

　
『
東
征
伝
絵
伝
』に
よ
る
と
、
僧
尼
に
傘
を
差
し
か
け
る
人
々
、
袈
裟
か

法
衣
ら
し
き
も
の
を
持
っ
て
行
列
に
参
列
し
て
い
る
人
々
も
い
る（
24
）

（
図
３
）

　

と
こ
ろ
で
安
如
宝
は
来
日
時
の
年
齢
は
二
十
二
歳
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
る（
25
）。
こ
れ
よ
り
先
、
七
～
八
世
紀
に
か
け
て
の
中
国
大
陸
の
各
地
に

ソ
グ
ド
人
が
広
く
進
出
し
て
お
り
、
様
々
な
経
済
活
動
を
行
っ
て
い
た
。

な
か
に
は
日
本
に
も
活
躍
の
場
を
広
げ
よ
う
と
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

も
し
も
そ
う
だ
と
す
る
と
、
如
宝
な
ど
は
ソ
グ
ド
人
の
集
団
か
ら
推
薦
さ

れ
て
鑑
真
に
従
っ
て
来
日
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
そ
の

こ
と
を
直
接
説
明
す
る
史
料
は
な
い
か
ら
想
像
の
域
を
出
な
い
が
、
如
宝

は
日
常
的
に
鑑
真
に
従
っ
て
雑
事
を
処
理
し
な
が
ら
仏
教
の
真
髄
に
触
れ
、

や
が
て
出
家
し
て
鑑
真
の
代
役
を
務
め
る
ま
で
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

少
し
想
像
を
め
ぐ
ら
し
、
仏
徒
と
し
て
の
如
宝
に
踏
み
込
み
す
ぎ
た
が
、

次
に
具
体
的
な
史
料
に
基
づ
い
て
安
如
宝
の
活
躍
を
追
っ
て
み
よ
う
。

二
、
安
如
宝
と
下
野
国
薬
師
寺
と
唐
招
提
寺

　
イ
、
安
如
宝
と
下
野
国
薬
師
寺

　

鑑
真
に
従
っ
て
渡
日
し
た
安
如
宝
の
活
躍
の
様
子
は
し
ば
ら
く
の
間
、

明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
鑑
真
の
近
辺
に
い
て
、
鑑
真
の
日
常
生
活
を
援
助

す
る
と
と
も
に
、
恐
ら
く
鑑
真
か
ら
僧
侶
に
な
る
た
め
の
様
々
な
指
導
を

受
け
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
間
、
鑑
真
の
視
力
は
ま
す
ま
す
衰
退

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
鑑
真
は
東
大
寺
戒
壇
院
に
於
い
て
命
じ
ら
れ
て

い
た
授
戒
と
研
修
に
関
す
る
役
割
を
辞
退
す
る
こ
と
に
し
た
。
か
つ
て
鑑
真

は
孝
謙
天
皇
か
ら
授
戒
伝
律
一
任
の
勅
を
授
け
ら
れ
て
い
た
が
、
視
力
の

衰
え
も
あ
り
、
孝
謙
天
皇
か
ら
淳
仁
天
皇
へ
と
代
替
わ
り
が
行
わ
れ
た

日
に
、
そ
の
勅
を
辞
退
し
た（
26
）。

　

し
か
し
鑑
真
が
蒔
い
た
種
子
は
弟
子
の
法
進
や
安
如
宝
等
に
引
き
継
が

れ
て
い
る
。
そ
の
事
を『
東
大
寺
要
録
』巻
第
五「
戒
和
上
次
第
」を
基
に
検
討

す
る
。

　

ま
ず「
戒
和
上
次
第
」か
ら
、
鑑
真
一
の
弟
子
と
思
わ
れ
る
法
進
に
つ
い
て
、

引
き
つ
づ
き
如
宝
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う（
27
）。

　

一
、�

鑑
真
弟
子　

唐
人　

東
大
寺　

天
平
宝
字
七
年
癸
卯
任　

八
十
一

宝
字
十
一
年
任
少
僧
都　

宝
亀
二
年
任
大
僧
都

　

法
進
の
事
蹟
を
考
え
る
上
で
、
基
本
的
資
料
で
あ
る「
戒
和
上
次
第
」と

「
僧
綱
補
任
」の
記
述
に
相
違
が
あ
る
。
例
え
ば
僧
都
に
補
任
の
年
次
に

つ
い
て
、『
僧
綱
補
任
』は
、
法
進
は
宝
亀
元
年（
七
七
〇
）に
少
僧
都
、
同

に
尽
力
し
た
凝
然
の
記
録『
律
宗
綱
要
』を
基
に

鑑
真
の
弟
子
を
調
査
し
て
い
る
が
、
鑑
真
と
共
に

来
日
し
た
の
は
、
す
べ
て
二
十
四
人
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
真
田
氏
は
、
凝
然

の
調
査
の
中
で
、
鑑
真
の
弟
子
の
う
ち
、
す
で
に

唐
で
受
戒
し
て
い
た
僧
侶
が
十
一
名
、
来
日
し
て

か
ら
受
戒
し
た
優
婆
塞
・
外
国
人
ら
俗
人
が
六
名

い
た
と
し
て
、そ
れ
ぞ
れ
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
。

真
田
氏
は『
東
征
伝
』に
よ
る
と
、
鑑
真
に
随
行

し
た
人
は
二
十
四
人
と
あ
る
か
ら
、
僧
尼
は
あ
わ

せ
て
十
七
人
、
そ
の
他
の
七
人
が
優
婆
塞
ら
に

な
る
。
と
こ
ろ
で
凝
然
は
来
日
し
て
か
ら
受
戒

し
た
人
々
は
六
人
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
中
に
、

如
宝
の
名
が
み
え
る
が
、
如
宝
は
優
婆
塞
潘
仙
童

や
崑
崙
人
軍
法
力
ら
と
鑑
真
に
し
た
が
っ
て
来
日

し
た
と
み
え
る
か
ら
、
当
時
、
潘
仙
童
ら
も
如
宝

と
同
じ
く
出
家
し
て
い
な
か
っ
た
。
実
際
、
軍

法
力
に
し
て
も
、
来
日
当
時
、
出
家
し
て
は
い
な

か
っ
た
が
、
後
の
彼
は
唐
招
提
寺
の
金
堂
に
安
置

の
仏
像
制
作
に
あ
ず
か
っ
た
時
に
は
法
師
と
呼
ば

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
す
る
と
、『
東
征
伝
』に

み
え
た
潘
仙
童
ら
以
下
の
者
も
、
来
日
後
に
出
家

し
た
と
考
え
て
問
題
が
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
、

凝
然
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、来
日

後
に
出
家
し
て
い
る
人
々
は
、
凝
然

が
指
摘
し
て
い
る
安
如
宝
以
下
六
人

に
、『
東
征
伝
』の
潘
仙
童
ら
名
前
の

判
明
す
る
人
を
加
え
る
と
九
人
と

な
る
。
さ
ら
に
真
田
氏
が
、
沙
弥

道
欽
も
来
日
後
に
出
家
し
た
人
と
見

做
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、

安
如
宝
ら
第
三
グ
ル
ー
プ
の
人
々
は

七
人
を
越
え
て
い
る
か
ら
、『
東
征

伝
』の
第
三
グ
ル
ー
プ
の
人
々
は
七

人
で
は
な
く
、
二
十
四
人
と
考
え
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
鑑
真

に
随
行
し
て
来
日
し
た
の
は
総
計
四

十
一
人
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
指
摘
す
る
と
、
第

一
・
第
二
グ
ル
ー
プ
の
人
々
が
十
七

名
で
あ
る
の
に
比
し
て
第
三
グ
ル
ー

プ
の
人
が
二
十
四
人
と
す
る
と
、
多

す
ぎ
は
し
な
い
か
と
の
疑
問
を
抱
く

人
が
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
彼
ら
は
、
鑑
真
以
下
の
僧
尼
の

日
常
生
活
を
支
援
す
る
役
割
を
担
っ
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た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
め
戒
壇
院
設
立
当
初
か
ら
如
宝
が
下
野
国
に
派
遣

さ
れ
た
と
す
る
説
は
信
憑
性
に
欠
け
る
と
の
説
が
あ
る（
29
）。

　

し
か
し
次
に
述
べ
る
よ
う
に
、
如
宝
が
下
野
国
の
薬
師
寺
で
戒
師
を
務
め

て
い
た
と
の
記
録
や
下
野
国
に
お
け
る
如
宝
に
関
係
の
伝
説
が
あ
る
か
ら
、

「
戒
和
上
次
第
」に
み
え
る
薬
師
寺
は
下
野
国
の
薬
師
寺
と
考
え
て
差
し

支
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

前
後
し
た
が
、『
東
大
寺
要
録
』巻
一
や『
帝
王
編
年
記
』の
天
平
宝
字
五
年

（
七
六
一
）正
月
二
十
一
日
条
に
よ
る
と
、
こ
の
日
に
筑
紫
の
観
世
音
寺
と

と
も
に
、
下
野
国
の
薬
師
寺
に
戒
壇
院
が
設
け
ら
れ
た
と
み
え
る（
30
）。

こ
れ
ら
の
戒
壇
院
は
東
大
寺
の
戒
壇
院
と
合
わ
せ
て
三
戒
壇
と
い
わ
れ
て

お
り
、
そ
の
下
野
国
の
薬
師
寺
の
設
立
に
安
如
宝
が
関
わ
っ
て
い
た
と
す
る

と
、
安
如
宝
は
晩
年
の
鑑
真
か
ら
下
野
国
に
設
立
さ
れ
た
戒
壇
院
で
授
戒
を

行
う
た
め
に
同
国
に
差
遣
さ
れ
た
。
そ
れ
が
天
平
宝
字
五
年
と
す
る
と
、

鑑
真
に
従
っ
て
来
日
し
て
僅
か
七
年
で
仏
徒
と
し
て
師
の
鑑
真
か
ら
東
国
に

お
い
て
授
戒
を
務
め
る
よ
う
に
と
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
如
宝
が
如
何
に

師
鑑
真
の
信
頼
を
得
て
い
た
か
が
分
か
る
。

　

如
宝
は
下
野
国
の
薬
師
寺
で
し
ば
ら
く
戒
師
を
務
め
た
が
、
師
鑑
真
が

天
平
宝
字
七
年
に
示
寂
し
た
時
、
如
宝
は
東
大
寺
や
師
の
い
た
唐
招
提
寺
に

帰
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
そ
の
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
の
出
来
る
史
料

が
見
当
た
ら
な
い
が
、
法
進
が
宝
亀
二
年（
戒
和
上
次
第
説
）、
も
し
く
は

同
五
年（
僧
綱
補
任
説
）に
大
僧
都
に
補
任
さ
れ
る
と
、
如
宝
は
唐
招
提
寺

に
帰
り
、
戒
和
上
を
命
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
宝
亀
五
年
に

唐
招
提
寺
に
帰
っ
た
と
す
る
と
、
如
宝
は
下
野
国
に
十
四
年
に
わ
た
っ
て

滞
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
間
に
、
如
宝
は
東
山
道
信
濃
の
国
以
東

の
国
々
の
人
々
を
対
象
に
授
戒
と
研
修
を
行
い
、
法
進
ら
の
信
頼
を
得
て

い
た
の
で
あ
ろ
う（
31
）。「
戒
和
上
次
第
」が
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
法
進
は

如
宝
を
自
身
の
後
継
者
に
定
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
そ
れ
は
亡
き
鑑
真

も
望
む
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
ロ
、
安
如
宝
と
唐
招
提
寺
金
堂
の
建
立
　

　

鑑
真
が
東
大
寺
を
退
い
た
後
、
如
宝
は
鑑
真
の
後
継
者
と
し
て
唐
招
提
寺

の
発
展
に
貢
献
し
て
い
る
。
中
で
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
唐
招
提
寺
の
根
本

的
な
堂
塔
の
一
つ
で
、
講
堂
と
と
も
に
注
目
さ
れ
る
の
が
金
堂
で
あ
る
。

そ
の
金
堂
の
建
立
に
如
宝
が
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
説
が

あ
る
。

　

中
で
も
金
堂
の
建
立
時
期
に
は
諸
説
が
あ
る
が
、
前
園
実
知
雄
氏
は
金
堂

の
建
立
時
期
に
つ
い
て
、
大
き
く
分
け
る
と
三
説
に
分
か
れ
る
と
い
う
。

　

①
天
平
宝
字
三
年（
七
五
九
）に
鑑
真
が
東
大
寺
を
去
り
、
唐
招
提
寺
を

建
立
し
て
以
来
、
鑑
真
が
入
滅
し
た
天
平
宝
字
七
年（
七
六
三
）ま
で
の
間
、

し
た
が
っ
て
鑑
真
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
と
み
る
説
。

　

②
鑑
真
の
入
滅
後
、
衣
鉢
を
継
い
だ
如
宝
が
金
堂
を
建
立
し
た
が
、
寺
伝

に
よ
る
と
、
宝
亀
七
年（
七
七
六
）に
播
磨
国
の
封
五
十
戸
が
施
入
さ
れ
た

の
に
合
わ
せ
て
金
堂
の
建
立
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
す
る
説
。

　

③
唐
招
提
寺
の
五
重
塔
の
建
立
が
平
安
時
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る

か
ら
、
同
じ
こ
ろ
に
金
堂
の
建
立
が
行
わ
れ
た
と
す
る
説
。

五
年（
七
七
四
）に
大
僧
都
に
補
任
さ
れ
た
と
あ
る
が
、「
戒
和
上
次
第
」に

は
宝
字
十
一
年
に
少
僧
都
、
宝
亀
二
年
に
大
僧
都
に
補
任
さ
れ
た
と
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
法
進
の
僧
歴
を
考
え
る
上
で
、
い
ず
れ
に
よ
る
べ
き
か
判
断

に
苦
し
む
。
し
か
も「
戒
和
上
次
第
」に
み
え
る
宝
字
十
一
年
と
い
う
年
次
は

正
式
に
は
な
く
、
宝
字
十
年
の
後
は
天
平
神
護
、
神
護
景
雲
、
宝
亀
の
年
号

が
続
く
の
で
宝
字
十
一
年
を
こ
の
延
長
上
に
当
て
は
め
る
と
、
神
護
景
雲

元
年（
七
六
七
）に
該
当
す
る
か
ら
、
法
進
が
そ
の
年
に
少
僧
都
に
な
っ
た

こ
と
に
な
る
。
ま
た
大
僧
都
に
な
っ
た
の
が
宝
亀
二
年
と
す
る
と
、
四
年
で

少
僧
都
か
ら
大
僧
都
に
昇
進
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し『
僧
綱
補
任
』は

宝
亀
五
年
に
大
僧
都
に
補
任
さ
れ
た
と
す
る
か
ら
、
こ
の
点
で
も「
戒
和
上

次
第
」と『
僧
綱
補
任
』と
で
は
年
次
が
合
わ
な
い
。
た
だ「
戒
和
上
次
第
」に

「
天
平
宝
字
七
年
癸
卯
任　

八
十
一
」と
あ
っ
た
の
が
、
天
平
宝
字
七
年

（
七
六
三
）八
月
十
一
日
に「
戒
和
上
」に
補
任
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
が
、
こ
の
年
、
師
の
鑑
真
が
入
滅
し
て
い
る
か
ら
、
恐
ら
く
鑑
真
の

入
滅
後
に
法
進
は「
戒
和
上
」の
任
を
命
じ
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

前
記
し
た
よ
う
に
、
鑑
真
は
次
第
に
視
力
に
衰
え
が
出
始
め
た
こ
ろ
、

折
し
も
孝
謙
天
皇
か
ら
淳
仁
天
皇
へ
と
代
替
わ
り
が
行
わ
れ
た
天
平
宝
字

二
年（
七
五
八
）八
月
一
日
に
そ
れ
ま
で
務
め
て
い
た
戒
和
上
の
任
の
解
除

を
願
い
出
て
、
許
し
を
得
て
い
る
が
、
鑑
真
の
後
継
者
の
法
進
が
戒
和
上

の
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
鑑
真
の
入
滅
し
た
天
平
宝
字
七
年（
七
六
三
）

以
降
で
は
な
い
か
。
真
田
尊
光
氏
が「
戒
和
上
次
第
」の
記
載
を
整
理
し
て
、

法
進
以
下
の
人
々
が
戒
和
上
に
補
任
さ
れ
て
い
る
経
緯
を
見
る
と
、
必
ず

し
も
前
任
者
の
任
務
の
終
了
し
た
直
後
に
後
任
者
の
任
命
が
行
わ
れ
る
の

で
な
く
、
数
年
も
し
く
は
十
数
年
後
に
補
任
さ
れ
る
こ
と
は
珍
し
く
は
な
い

と
指
摘
し
て
い
る（
28
）。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
鑑
真
の
入
滅
後
に
法
進
が

戒
和
上
に
命
ぜ
ら
れ
た
の
は「
戒
和
上
次
第
」に
み
え
る
通
り
、
天
平
宝
字

七
年
八
月
十
一
日
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
鑑
真
が
戒
和
上
を
辞
退
し
た
時
で
は

な
く
、
鑑
真
が
示
寂
し
た
同
年
五
月
六
日
か
ら
三
ヶ
月
後
の
八
月
十
一
日
の

間
の
事
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
事
を
念
頭
に
置
い
て
、
次
に
如
宝
の
例
を
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

二
、�

如
保（
宝
）和
上　

和
尚
資　

薬
師
寺　

宝
亀
五
年
任　

八
十
四
神

護
景
雲
二
年
任
少
僧
都

　

如
宝
が
戒
和
上
に
任
じ
ら
れ
た
の
は
宝
亀
五
年
と
い
う
。
こ
の
年
次
に

つ
い
て
議
論
が
あ
っ
て
、
如
宝
の
そ
の
後
の
活
躍
の
様
子
を
み
て
い
る
と
、

宝
亀
五
年
で
は
早
す
ぎ
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
法
進
が
大
僧
正
に
補
任
さ
れ

た
こ
と
で
、
如
宝
が
法
進
の
後
を
受
け
て
戒
和
上
に
補
任
さ
れ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
事
を
考
え
る
前
に
、「
戒
和
上
次
第
」に
み
え
る「
和
尚
資　

薬
師
寺
」

を
検
討
し
て
お
こ
う
。

　

さ
き
に
牧
伸
行
氏
は
後
代
の
文
献
を
博
捜
し
、
如
宝
が
下
野
国
薬
師
寺

の
住
持
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
天
平
宝
字
七
年
に
唐
招
提
寺
に
戻
り
、
鑑
真

に
後
事
を
託
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
が
、
天
平
宝
字

五
年
に
下
野
国
の
薬
師
寺
に
戒
壇
が
設
け
ら
れ
、
如
宝
が
当
初
か
ら
授
戒
に

与
か
っ
て
い
た
と
す
る
と
、わ
ず
か
三
年
し
か
下
野
国
薬
師
寺
に
い
な
か
っ
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提
寺
の
全
体
的
な
整
備
が
行
わ
れ
る
中
で
、
如
宝
等
に
よ
っ
て
後
期
金
堂
が

造
営
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
丁
度
そ
れ
は
奈
良
時
代
の
末
か
ら
平
安
時
代

の
初
期
に
当
た
る
こ
と
か
ら
、
前
園
氏
の
分
類
し
た
③
の
時
期
、
ま
さ
に

如
宝
の
時
代
に
金
堂
が
建
立
さ
れ
た
こ
と
に
な
る（
36
）。

　

そ
の
後
も
、
唐
招
提
寺
の
整
備
が
進
め
ら
れ
た
。
東
野
氏
は
東
大
寺
の

建
物
配
置
を
参
照
に
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
図
示
し
て
、
東
大
寺
と
唐
招

提
寺
の
建
物
配
置
図
で
示
し
て
い
る
。
確
か
に
東
野
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、

東
大
寺
と
唐
招
提
寺
を
そ
れ
ぞ
れ
の
上
空
か
ら
眺
め
た
時
、
そ
れ
ぞ
れ
の

諸
建
築
の
配
置
が
大
変
よ
く
似
て
い
る
。

　

東
大
寺
の
大
仏
殿
の
西
に
、
戒
壇
院
が
置
か
れ
て
い
る
。
元
々
そ
こ
で
は

多
く
の
修
行
僧
が
戒
律
を
学
ぶ
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
授
戒
し
た
僧
達
の

研
修
や
教
育
を
行
う
に
は
場
所
が
狭
く
、
そ
の
こ
と
も
鑑
真
和
上
が
唐
招

提
寺
に
移
ろ
う
と
し
た
理
由
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
東
大
寺
の
戒
壇
院
が
置
か
れ
て
い
た
大
仏
殿
の
西
方
の
地
に
相
当

す
る
場
所
を
唐
招
提
寺
で
探
す
と
、
今
、
唐
招
提
寺
の
戒
壇
院
と
呼
ば
れ
、

ス
ト
ー
バ
風
の
建
築
物
の
存
す
る
場
所
が
該
当
す
る
。
東
野
氏
は
奈
良
時
代

の
鑑
真
和
上
の
頃
に
す
で
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
問
題
提
起

し
て
い
る（
37
）。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
唐
招
提
寺
は
奈
良
時
代
に
鑑
真
和
上

に
よ
っ
て
授
戒
の
基
礎
が
築
か
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
恐
ら
く

前
期
金
堂
が
建
立
さ
れ
た
の
と
同
じ
こ
ろ
に
戒
壇
が
設
立
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
後
、
如
宝
が
戒
壇
の
展
開
に
ど
こ
ま
で
関
わ
っ
て
い
る
か
不
明
で

あ
る
が
、
下
野
の
戒
壇
院
設
立
・
展
開
の
経
験
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
も
あ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。

　

恐
ら
く
如
宝
が
唐
招
提
寺
の
四
世
別
当
と
し
て
同
寺
の
経
営
に
当
た
る

中
で
、
授
戒
と
研
修
を
行
う
場
と
し
て
確
立
し
た
の
が
、
今
も
姿
を
留
め
て

い
る
戒
壇
院
で
あ
ろ
う
。
初
代
別
当
の
鑑
真
が
唐
招
提
寺
の
基
礎
を
築
き
、

二
世
法
進
ら
は
鑑
真
の
基
礎
を
維
持
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
如
宝
は

ま
さ
に
金
堂
の
建
立
な
ど
を
通
じ
て
、
唐
招
提
寺
の
内
実
共
に
発
展
に
貢
献

し
た
。
そ
の
意
味
で
金
堂
の
成
立
は
③
説
に
よ
る
の
が
良
い
と
考
え
る
が
、

さ
ら
に
如
宝
の
役
割
に
つ
い
て
次
節
で
検
討
す
る
。

　
ハ
、
唐
招
提
寺
の
経
済
と
戒
律 

 

先
師
の
衣
鉢
を
継
承

　

安
如
宝
関
連
の
記
録
で
注
目
さ
れ
る
の
は
唐
招
提
寺
の
役
割
を
見
直
し
て

い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

ま
ず
延
暦
十
六
年（
七
九
七
）三
月
丁
酉（
十
一
日
）に
、
如
宝
は
伝
燈
大

法
師
位
勝
虞
と
と
も
に
律
師
に
補
任
さ
れ
て
い
る（
38
）。
周
知
の
よ
う
に

律
師
は
、
僧
侶
を
管
理
す
る
僧
綱
の
第
三
位
に
当
た
る
。
つ
ま
り
僧
綱
の

最
高
位
は
僧
正
、
第
二
位
は
僧
都
で
、
律
師
は
僧
都
に
次
ぐ
地
位
で
あ
る
。

如
宝
が
い
わ
ば
管
理
職
の
一
員
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
の
功
績
が
認
め
ら
れ
た
の
か
、
延
暦
二
十
一
年（
八
〇
二
）正
月

十
一
日
に
伝
燈
大
法
師
位
如
宝
は
度
者
一
名
を
賜
っ
て
い
る（
39
）。
た
だ

残
念
な
こ
と
に
具
体
的
な
理
由
を
記
し
て
い
な
い
が
、
さ
き
に
如
宝
と
と
も

に
律
師
に
な
っ
て
い
る
勝
虞
も
度
者
を
賜
っ
て
い
る
。
何
ら
か
の
国
家
的
な

貢
献
に
報
い
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

以
上
の
三
説
の
う
ち
、
金
堂
の
建
立
が
如
宝
と
関
わ
り
が
あ
る
と
の
寺
伝

な
ど
に
よ
る
と
、
①
③
の
両
説
は
可
能
性
が
あ
る
が
、
②
の
説
は
決
定
的

論
拠
に
欠
け
る
様
に
思
わ
れ
る
。

　

以
上
の
三
説
は
、
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
に
よ
る
金
堂
及
び
そ
の

周
辺
の
発
掘
調
査
を
契
機
に
検
討
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
調
査
を

担
当
し
た
前
園
実
知
雄
氏
に
よ
る
金
堂
及
び
金
堂
周
辺
の
発
掘
調
査
と
そ
れ

ぞ
れ
の
考
察
は
注
目
に
値
す
る（
32
）。

　

前
園
氏
に
よ
る
と
、
唐
招
提
寺
の
金
堂
に
と
り
つ
く
回
廊
が
東
大
寺
と

同
様
に
二
車
線
の
複
廊
で
、
唐
招
提
寺
に
は
不
釣
り
合
い
に
見
え
る
が
、

実
は
こ
の
不
釣
り
合
い
は
唐
招
提
寺
が
東
大
寺
を
意
識
し
た
造
り
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
、
金
堂
の
本
尊
が
東
大
寺
と
同
じ
く
廬
舎
那
仏

で
あ
る
と
も
指
摘
さ
れ
る
。

　

ま
た
前
園
氏
は
唐
招
提
寺
金
堂
の
軒
瓦
に
も
注
目
し
、
東
大
寺
式
の
範
疇

に
入
る
も
の
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
東
大
寺
と
の
共
通
性
は

唐
招
提
寺
の
性
格
を
伺
わ
せ
る
も
の
と
な
る
が
、
東
大
寺
と
の
共
通
性
を

考
え
る
と
、
東
大
寺
の
再
現
を
図
っ
た
よ
う
な
構
造
の
寺
院
建
設
を
実
行
に

移
し
た
の
は
安
如
宝
の
功
績
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る（
33
）。

　

も
っ
と
も
前
園
氏
の
発
掘
に
よ
る
考
察
は
、
は
じ
め
て
金
堂
様
の
建
造
物

か
ど
う
か
問
題
が
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。
も
し
鑑
真
が
唐
招
提
寺
を
創
建

し
た
時
、
ま
ず
寺
と
し
て
の
真
髄
は
本
尊
を
祀
る
事
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の

本
尊
を
安
置
す
る
た
め
の
構
造
物
、
金
堂（
仮
に
前
期
金
堂
と
命
名
）が
ど
の

程
度
整
備
さ
れ
て
い
る
か
の
状
況
が
必
ず
し
も
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
な
い

か
ら
、
現
存
の
金
堂（
後
期
金
堂
と
称
す
）と
の
関
係
は
ま
だ
解
明
さ
れ
て

い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
今
な
お
一
抹
の
不
安
は
あ
る
が
、
①
が
前
期
金
堂

を
想
定
で
き
る
と
す
る
と
、
③
の
後
期
金
堂
の
在
り
方
と
あ
わ
せ
、
概
ね

前
園
氏
の
検
討
は
承
認
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か（
34
）。

　

と
こ
ろ
で
か
つ
て
東
野
治
之
氏
も
前
園
氏
が
整
理
し
た
の
と
同
じ
く

③
説
を
採
用
す
る
立
場
に
あ
っ
た
か
ら
、
金
堂
の
成
立
を
奈
良
時
代
末
か
ら

平
安
時
代
初
期
と
見
做
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
近
年
、
金
堂
の
あ
る

べ
き
姿
に
つ
い
て
述
べ
た
鑑
真
の
弟
子
の
法
進
が
記
し
た
一
文
の
中
に
、

仏
殿
・
宝
殿（
つ
ま
り
金
堂
）は「
寺
舎
の
面
有
り
」と
し
、
ま
ず
金
堂
を
建
立

す
べ
し
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
紹
介
し
て
い
る（
35
）。
そ
う
だ
と

す
る
と
、
前
園
氏
が
整
理
し
た
①
説
、
鑑
真
和
上
が
唐
招
提
寺
を
建
立
し
た

と
き
、
規
模
は
と
も
か
く
ま
ず
前
期
金
堂
を
建
て
、
本
尊
廬
舎
那
仏
を
安
置

し
て
、
寺
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

し
か
も
留
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
近
年
の
金
堂
の
修
理
に

際
し
、
そ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
た
木
材
に
つ
い
て
年
輪
年
代
法
に
基
づ
く

調
査
が
行
わ
れ
、
西
暦
七
八
一
年
の
木
材
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
鑑
真
没
後
の
木
材
を
使
用
し
て
い
る
か
ら
、
金
堂

の
建
立
が
鑑
真
没
後
の
こ
と
と
な
る
と
し
て
、
①
説
が
否
定
さ
れ
そ
う
で

あ
る
。

　

し
か
し
東
野
氏
が
指
摘
の
よ
う
に
、
法
進
が
説
く「
寺
社
の
面
」を
考
え
る

と
、
信
仰
の
対
象
と
成
る
本
尊
が
な
い
寺
は
あ
り
得
な
い
か
ら
、
鑑
真
が

唐
招
提
寺
に
移
ら
れ
た
後
、
ま
ず
簡
単
で
は
あ
っ
て
も
何
ら
か
の
形
の
構
造

物
が
作
ら
れ
、
そ
こ
に
信
仰
の
対
象
と
成
る
本
尊
、
廬
舎
那
仏
が
造
立
さ
れ

た
筈
で
あ
る
。
こ
れ
が
前
期
金
堂
で
あ
る
。
し
か
し
鑑
真
の
没
後
、
唐
招
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そ
れ
か
ら
さ
ら
に
九
年
、
如
宝
の
訃
報
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

『
日
本
後
紀
』弘
仁
六
年（
八
一
五
）正
月
七
日
条
に
卆
伝
が
記
さ
れ
て
い
る
。

時
に
八
十
五
歳
と
い
う
。
鑑
真
和
上
ほ
ど
の
高
僧
な
ら
と
も
か
く
、
普
通
の

僧
侶
が
入
滅
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
卆
伝
は
記
さ
れ
な
い
が
、
安
如
宝
の

卆
伝
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
だ
け
で
も
安
如
宝
の
役
割
の

大
き
さ
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。
な
お
こ
の
卒
伝
は
決
し
て
長
く
は
な
い

が
、
如
宝
の
事
蹟
を
考
え
る
上
で
、
基
本
的
史
料
で
あ
る（
44
）。

　

�

弘
仁
六
年（
八
一
五
）正
月
己
卯（
七
日
）。
少
僧
都
伝
燈
大
法
師
如
宝
卒
。

大
唐
人
。
不
知
何
姓
、
固
持
戒
律
。
無
有
缺
犯
。
至
於
呪
願
、
天
下
絶
疇
、

局
量
宏
遠
、
有
大
国
之
風
、
能
堪
一
代
之
壇
師
者
也
。

　

文
意
を
取
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

如
宝
は
大
唐
の
人
で
あ
る
が
、
何
姓
を
名
乗
っ
て
い
た
の
か
知
ら
な
い
。

し
か
し
如
宝
は
戒
律
を
固
持
し
、
缺
犯
あ
る
こ
と
な
し
。
経
典
を
読
誦
す
る

と
き
、
天
下
に
す
ぐ
れ
、
度
量
は
宏
遠
に
し
て
、
大
国
の
風
が
あ
る
、
ま
さ

に
一
代
の
檀
師
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
人
だ
と
記
し
て
い
る
。

　

当
時
、
如
宝
が
安
姓
で
あ
る
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
も
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
如
宝
は
ソ
グ
ト
人
で
あ
る
が
、

卒
伝
に
よ
る
と
、
唐
出
身
者
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
か
ね
て
か
ら
姓
を
用
い

な
い
で
、
法
名
の
み
で
通
用
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
如
宝
が
ソ
グ
ド

人
で
あ
る
と
か
、
安
姓
で
あ
る
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
逆
に
い
え

ば
い
か
に
彼
が
日
本
の
仏
教
界
の
中
で
、
当
た
り
前
の
存
在
と
し
て
見
做

さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
唐
代
を
代
表
す
る
よ
う
な
授
戒
の

師
で
あ
っ
た
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

結
び
に
代
え
て 

 

日
本
仏
教
の
中
の
安
如
宝

　

日
本
の
仏
教
史
の
中
で
安
如
宝
の
足
跡
を
辿
っ
て
く
る
と
、
改
め
て
如
宝

の
役
割
の
大
き
さ
を
感
ぜ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
。
鑑
真
の
来
日
に
よ
り
、

新
た
な
戒
律
が
我
が
国
の
仏
教
界
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た

な
仏
教
が
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
稿
の
冒
頭
で
、
鑑
真

の
来
日
に
よ
っ
て
、
仏
教
史
の
上
で
一
つ
の
展
開
期
を
迎
え
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
述
べ
た
が
、
ま
さ
に
戒
律
の
導
入
に
よ
っ
て
、
仏
教
に
一
つ
の

緊
張
関
係
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
戒
律
の
実
践
の
場
と
し
て
鑑
真
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
の
が

唐
招
提
寺
で
あ
る
。
そ
の
唐
招
提
寺
を
、
鑑
真
入
滅
後
、
さ
ら
に
確
固
と

し
た
寺
院
、
南
都
六
宗
の
一
つ
、
律
宗
の
総
本
山
に
ま
と
め
上
げ
た
の
は

一
人
の
功
績
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
中
心
的
役
割
を
安
如
宝
が

荷
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

安
如
宝
は
、
遠
く
故
郷
を
離
れ
、
異
国
の
地
に
あ
っ
て
自
ら
の
生
活
を

律
し
、
先
師
鑑
真
の
教
え
を
真
摯
に
受
け
止
め
、
人
々
に
戒
律
を
説
き
、

実
践
を
求
め
、
鑑
真
が
唐
招
提
寺
に
移
ら
れ
た
後
、
し
ば
ら
く
東
大
寺
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
が
、
や
が
て
如
宝
も
唐
招
提
寺
に
移
り
、
唐
招
提
寺
を

戒
律
の
寺
院
と
し
て
整
備
さ
れ
た
。
安
如
宝
の
卆
伝
に
、
彼
は
当
時
の
人
々

か
ら
一
代
の
檀
師
と
称
え
ら
れ
て
い
る
。
安
如
宝
の
存
在
な
く
し
て
、
唐
招

提
寺
は
存
在
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
と
い
え
ば
い
い
過
ぎ
に
な
る
の
で

　

し
か
し
如
宝
の
貢
献
は
鑑
真
和
上
の
衣
鉢
を
い
か
に
継
承
し
、
唐
招
提
寺

を
戒
律
の
本
山
と
し
て
維
持
発
展
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に

如
宝
は
延
暦
二
十
三
年（
八
〇
四
）正
月
戊
戌�（
二
十
二
日
）に
唐
招
提
寺
に

関
し
て
、
次
の
よ
う
な
重
要
な
提
言
を
行
っ
て
い
る（
40
）。

　

�

律
師
伝
燈
大
法
師
位
如
宝
言
。
招
提
寺
者
、
斯
唐
大
和
上
鑑
真
奉
為
聖

朝
所
建
也
。
天
平
宝
字
三
年
。
勅
以
没
官
地
賜
之
。
名
為
招
提
寺
。
又

以
越
前
国
水
田
六
十
町
。備
前
国
田
地
十
三
町
。充
給
供
料
。令
学
戒
法
。

以
来
殆
五
十
年
。
雖
有
経
律
。
未
経
披
講
。
一
則
乖
和
上
之
素
意
。
一

則
闕
仏
道
之
至
志
。
伏
望
、
令
永
代
伝
講
、
便
用
賜
田
。
充
律
供
儲
、

然
則
招
提
寺
之
宗
久
而
無
廃
。
先
師
之
旨
、
没
而
不
朽
。
許
之
。

　

右
の
要
請
は
わ
か
り
に
く
い
の
で
、
少
し
本
要
請
の
経
緯
と
本
要
請
の

文
意
を
補
い
な
が
ら
説
明
し
て
お
こ
う
。

　

こ
れ
よ
り
先
、『
続
日
本
紀
』天
平
宝
字
元
年
十
一
月
壬
寅（
二
十
八
日
）

条
に

　

�

勅
、
以
備
前
国
墾
田
一
百
町
、
永
施
東
大
寺
唐
禅
院
十
方
衆
僧
供
養
料
、

と
あ
る（
41
）。
東
大
寺
唐
禅
院
は
戒
壇
院
に
続
く
一
画
で
、
宮
内
庁
正
倉
院

事
務
所
の
保
存
科
学
室
の
整
備
の
た
め
に
発
掘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。�

�

　

奈
良
時
代
の
遺
物
が
若
干
、
出
土
し
た
。
も
と
も
と
同
所
は
、
鑑
真
の

居
所
で
あ
り
、
授
戒
・
教
学
の
場
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
伝
承

以
上
の
物
は
発
見
さ
れ
な
か
っ
た（
42
）。

　

次
い
で
天
平
宝
字
三
年
に
鑑
真
は
東
大
寺
を
去
り
、
唐
招
提
寺
を
建
立

し
た
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
前
記
し
た
の
で
略
す
が
、
こ
の
時
、
備
前

国
の
水
田
一
百
町
を
唐
招
提
寺
に
施
入
し
た
と
い
う
。
二
年
前
に
東
大
寺

唐
禅
院
に
備
前
の
墾
田
が
施
入
さ
れ
た
が
、
こ
の
度
の
唐
招
提
寺
の
建
立

に
際
し
て
も
備
前
の
水
田
が
施
入
さ
れ
た
が
、
鑑
真
個
人
へ
の
賜
田
で
は

な
く
、
東
大
寺
や
唐
招
提
寺
が
給
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
鑑
真
が

あ
っ
て
の
賜
田
で
あ
る
こ
と
に
思
い
を
い
た
す
と
、
鑑
真
が
示
寂
し
た
後
、

こ
れ
ら
の
水
田
の
活
用
に
憚
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
こ

で
安
如
宝
は
唐
招
提
寺
の
在
り
方
を
見
直
す
中
で
、
同
寺
が
建
立
さ
れ
て

間
も
な
く
鑑
真
が
入
滅
し
五
十
年
を
経
過
し
て
い
る
こ
と
を
振
り
返
る
と
、

経
律
は
あ
る
の
に
披
講
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
先
師
鑑
真
和
上
の
素
意
に

背
く
も
の
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
仏
道
の
至
意
を
闕
如
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
永
く
講
を
伝
え
る
の
に
賜
田
を
用
い
る
こ
と
を
認
め
て
欲
し
い
。
そ
の

こ
と
は
唐
招
提
寺
の
本
旨
に
沿
い
、
先
師
鑑
真
和
上
の
御
心
に
沿
い
、
先
師

の
没
後
も
永
く
伝
え
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
、
政
府
は
こ
の
要
請

を
認
め
た
の
で
あ
る
。

　

安
如
宝
は
鑑
真
和
上
没
後
、
鑑
真
の
衣
鉢
を
継
い
で
唐
招
提
寺
の
発
展

に
精
励
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
評
価
さ
れ
た
か
否
か
は
不
明
と
し
て
も
、

大
同
元
年（
八
〇
六
）四
月
丙
辰（
二
十
三
日
）に
律
師
如
宝
は
少
僧
都
に

補
任
さ
れ
た（
43
）。

　

当
時
、
僧
綱
に
お
い
て
は
、
僧
正
は
大
僧
正
と
少
僧
正
に
、
僧
都
も
大

僧
都
と
少
僧
都
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
如
宝
は
大
僧
都
に
次
ぐ
地
位
に
補

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
唐
招
提
寺
の
維
持
管
理
は
も
と
よ
り
、
僧
綱
の
一
員

と
し
て
仏
教
界
の
発
展
に
貢
献
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
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で設定

時
和
上
執
普
照
師
手
、
悲
泣
而
曰
、
為
伝
戒
律
、
発
願
過
海
、
遂
不
至
日
本
国
、
本
願
不
遂
、

於
是
分
手
、
感
念
無
喩
、
時
和
上
頻
経
炎
熱
、
眼
光
暗
昧
、
爰
有
胡
人
言
、
然
能
治
目
、
遂
加

療
治
、
眼
遂
失
明
、

（
９
）��安
藤
更
生
著『
鑑
真
』（
人
物
叢
書
）に
、
鑑
真
和
上
の
失
明
に
つ
い
て
、
白
内
障
の
可
能
性
を

指
摘
し
て
い
る
。
爾
来
、
鑑
真
の
失
明
に
つ
い
て
諸
説
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
問
題
点
は

安
藤
氏
の
著
書
に
網
羅
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
後
の
研
究
は
、
安
藤

氏
の
研
究
を
踏
ま
え
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
鑑
真
研
究
の
名
著
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

（
10
）�注（
８
）を
参
照
。

（
11
）�鑑
真
は
、
渡
日
し
た
天
平
勝
宝
六
年（
七
五
四
）四
月
に
盧
舎
那
仏
殿
の
前
で
、
天
皇
以
下
に

授
戒
し
た
と『
東
征
伝
』に
記
し
て
い
る
。�
�

初
於
廬
舎
那
仏
殿
前
、
立
戒
壇
、
天
皇
初
登
壇
、
受
菩
薩
戒
、
次
皇
后
、
皇
太
子
亦
登
壇
受
戒
、

尋
為
沙
弥
澄
修
等
四
百
四
十
余
人
授
戒
、
又
旧
大
僧
霊
福
・
賢
璟
・
志
忠
・
善
頂
・
道
縁
・
平
徳
・

忍
基
・
善
謝
・
行
潜
・
行
忍
等
八
十
余
僧
、
捨
旧
戒
重
受
和
上
所
授
之
戒
。

（
12
）�正
倉
院
文
書
の
中
に
、
鑑
真
が
元
興
寺
か
ら
経
典
を
借
用
し
よ
う
と
し
て
署
名
し
た
と
い
う

文
書
が
伝
わ
っ
て
い
る（『
正
倉
院
古
文
書
影
印
集
成
』十
七
、
第
三
十
五
、
裏　

鑑
真
奉
請
経

巻
状
）。
こ
の
署
名
の
時
、
鑑
真
は
す
で
に
失
明
し
て
い
た
か
、
わ
ず
か
に
視
力
を
保
持
し
て

い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
議
論
が
あ
る
が
、
問
題
の
経
典
の
借
用
書
自
体
は
鑑
真
の
自
筆
で

は
な
く
、
代
筆
だ
と
い
う
説
が
有
力
で
あ
る
。
こ
の
説
に
よ
る
と
、
鑑
真
の
真
跡
は
伝
わ
っ
て

い
な
い
こ
と
に
な
り
、
鑑
真
が
署
名
し
た
と
い
わ
れ
る
文
書
か
ら
、
鑑
真
の
失
明
の
程
度
を

考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
鑑
真
の
視
力
が
次
第
に
失
わ
れ
て
行
っ
た
と
考
え
る
と
、

本
文
書
は
鑑
真
の
自
署
の
可
能
性
が
高
く
な
ろ
う
。

（
13
）��『
東
征
伝
』に
よ
る
と
、
天
平
勝
宝
六
年
に
鑑
真
が
来
日
し
て
間
も
な
く
、
孝
謙
天
皇
は
吉
備

朝
臣
真
備
に
命
じ
て
、
鑑
真
の
も
と
に
遣
わ
し
、
口
勅（
も
と
詔
と
あ
る
が
勅
の
誤
り
）を
伝
え

て
い
る
。�

�

勅
使
正
四
位
下
吉
備
朝
臣
真
備
来
。
口
勅
曰
。
大
徳
和
上
遠
渉
滄
波
、
来
投
此
国
、
誠
副
朕
意
、

喜
慰
無
喩
、
朕
造
此
東
大
寺
、
経
十
余
年
、
欲
立
戒
壇
伝
受
戒
律
、
自
有
此
心
、
日
夜
不
忘
、

今
諸
大
徳
遠
来
伝
戒
、
冥
契
朕
心
、
自
今
以
後
、
授
戒
伝
律
、
一
任
和
上
。

（
14
）��『
東
征
伝
』に
次
の
よ
う
に
み
え
る
。�

�

其
年（
天
平
勝
宝
六
年
）四
月
、
初
於
廬
舎
那
仏
殿
前
、
立
戒
壇
、
天
皇
初
登
壇
、
受
菩
薩
戒
、

次
皇
后
・
皇
太
子
亦
登
壇
受
戒
。

（
15
）��『
東
征
伝
』に
よ
る
と
、
注（
14
）に
続
け
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。�

�

後
於
大
仏
殿
西
、
別
作
戒
壇
院
。
即
移
天
皇
受
戒
壇
土
築
作
之
。

（
16
）��『
続
日
本
紀
』天
平
宝
字
二
年
八
月
庚
子（
一
日
）条
に
よ
る
と
、
淳
仁
天
皇
の
即
位
の
宣
命
の

中
に
、�

�

其
大
僧
都
鑑
真
和
上
、
戒
行
転
潔
、
白
頭
不
変
、
遠
渉
滄
波
、
帰
我
聖
朝
、
号
大
和
上
。�

�

と
あ
り
、
大
和
上
の
名
辞
は
此
処
が
初
見
と
い
わ
れ
て
い
る
。　
　

（
17
）��『
東
征
伝
』に
よ
る
と
、
東
大
寺
戒
壇
院
に
お
け
る
授
戒
・
講
律
の
た
め
多
く
の
僧
が
来
ら
れ
た

が
、
十
分
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
、
や
む
な
く
退
き
還
る
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
ら
し
い
。��

此
事
漏
聞
于
天
聴
、
仍
以
宝
字
元
年
丁
酉
十
一
月
廿
三
日
。
勅
施
備
前
国
水
田
一
百
町
、
大
和

上
以
此
田
、
欲
立
伽
藍
、
時
有
勅
旨
、
施
大
和
上
園
地
一
区
、
是
故
一
品
新
田
部
親
王
之
旧
宅
、

普
照
・
思
託
勧
請
大
和
上
、
以
此
地
為
伽
藍
。�

�

ま
た『
続
日
本
紀
』天
平
宝
字
元
年
十
一
月
壬
寅（
二
十
八
日
）条
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。�

勅
、
以
備
前
国
墾
田
一
百
町
，
永
施
東
大
寺
唐
禅
院
十
方
衆
僧
供
養
料
。�

�

鑑
真
が
没
官
地
を
賜
い
、
そ
こ
に
寺
を
建
て
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
没
官
地
に
つ
い
て

は
、
安
藤
更
生
氏
は『
鑑
真
』の
中
で
、
道
祖
王
の
失
脚
に
よ
っ
て
没
官
と
な
っ
た
地
を
鑑
真
が

賜
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
後
も
前
園
実
知
雄『
奈
良
・
大
和
の
古
代
遺
跡
を
掘
る
』

（
学
生
社
）の
第
８
章「
鑑
真
と
唐
招
提
寺
」が
明
快
に
指
摘
し
て
い
る
。

（
18
）��『
日
本
高
僧
伝
要
文
抄
』第
三
、
文
室
浄
三
の
伝
記（
延
暦
僧
録
第
二
）に
よ
る
と
、�

�

釈
浄
三
者
。
俗
姓
文
室
真
人
、
即
浄
三
。
原
天
皇（
浄
御
原
天
皇
ヵ
）之
後
也
。（
中
略
）配
東
大

寺
。
朝
命
任
大
鎮
、
兼
法
華
寺
大
鎮
、
浄
土
院
別
当
、
大
内
施
先
上
解
歇
九
間
屋
、
入
唐
寺
為

講
堂
。�

�

と
あ
る
。

（
19
）��『
続
日
本
紀
』天
平
宝
字
七
年
五
月
戊
申（
六
日
）に
鑑
真
の
物
故
の
記
事
と
伝
記
が
記
さ
れ
て

い
る
。�

�

大
和
上
鑑
真
物
化
。
和
上
者
揚
州
龍
興
寺
之
大
徳
也
。（
中
略
）天
宝
二
載
、
留
学
僧
栄
叡
・
業

行
等
、
白
和
上
曰
。
仏
法
東
流
、
至
於
本
国
、
雖
有
其
教
、
無
人
伝
授
、
幸
願
、
和
上
東
遊
興

化
、
辞
旨
懇
至
、
諮
請
不
息
、（
中
略
）勝
宝
四
年
、
本
国
使
適
聘
于
唐
、
業
行
乃
説
、
以
宿
心
、

遂
与
弟
子
廿
四
人
、
寄
乗
副
使
大
伴
宿
禰
古
麻
呂
船
帰
朝
。
於
東
大
寺
安
置
供
養
。

（
20
）��『
東
征
伝
』に
よ
る
と
、
鑑
真
と
共
に
来
日
し
た
人
々
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。�

�

相
隨
弟
子
楊
州
白
塔
寺
僧
法
進
、
泉
州
超
功
寺
僧
曇
静
、
台
州
開
元
寺
僧
思
託
、
楊
州
興
雲
寺

あ
ろ
う
か
。
ソ
グ
ド
人
の
安
如
宝
は
、
渡
日
以
来
、
六
十
三
年
、
生
涯
の

四
分
の
三
を
日
本
の
仏
教
の
発
展
に
貢
献
し
た
こ
と
は
誰
も
否
定
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

�

（
了
）

注
記

（
１
）��『
東
大
寺
要
録
』巻
一（
本
願
章
第
一
）に
よ
る
と
、
天
平
五
年（
七
三
三
）の
項
に
、�

�

又
有
元
興
寺
沙
門
隆
尊
律
師
者
、
志
存
鵞
珠
、
終
求
草
繋
、
於
我
国
中
、
雖
有
律
本
、
問
伝
戒

人
、
幸
□
玄
門
、
嘆
無
或
足
、
即
請
舎
人
王
子
処
曰
、
日
本
戒
律
未
具
、
仮
王
威
力
、
発
遣
僧

栄
叡
、
随
使
入
唐
、
請
伝
戒
師
、
還
我
聖
朝
、
伝
受
戒
品
、
舎
人
親
王
即
為
隆
尊
奏
、�

�

と
あ
り
、
唐
国
の
戒
律
師
渡
日
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
の
は
舎
人
親
王
で
あ
っ
た
と
伝
え
て

い
る
。

（
２
）��『
東
征
伝
』に
よ
る
と
、
中
国
・
唐
の
戒
律
師
の
招
聘
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
は
栄
叡
と
普
照
だ
と

す
る
。�

�

天
平
五
年
歳
次
癸
酉
、
沙
門
栄
叡
・
普
照
等
、
随
聘
唐
大
使
丹

真
人
広
成
、
至
唐
国
留
学
問
、

是
歳
唐
開
元
廿
一
年
也
、
唐
国
諸
寺
三
蔵
大
徳
皆
以
戒
律
為
入
道
之
正
門
、
若
有
不
持
戒
者
、

不
歯
於
僧
中
、
於
是
方
知
本
国
無
伝
戒
人
、
仍
請
東
都
大
福
光
寺
沙
門
道
璿
律
師
、
附
副
使
中

臣
朝
臣
名
代
之
船
、
先
向
本
国
令
去
、
擬
為
伝
戒
者
也
。

（
３
）��『
続
日
本
紀
』に
よ
る
と
、
道
璿
は
天
平
勝
宝
三
年（
七
五
一
）四
月
二
十
二
日
に
律
師
に
任
用

さ
れ
、
翌
年
の
四
月
九
日
の
大
仏
開
眼
に
当
た
っ
て
は
呪
願
師
に
な
っ
て
い
る
。

（
４
）��『
東
征
伝
』に
よ
る
と
、�

�

天
宝
元
載
冬
十
月
、（
日
本
天
平
十
四
年
歳
次
辛
巳
也
、）【
括
弧
内
の
文
字
は
細
字
】
時
大
和

上
在
楊
州
大
明
寺
、
為
衆
僧
講
律
、
栄
叡
・
普
照
師
至
大
明
寺
、
頂
禮
大
和
上
足
下
、
具
述
本

意
曰
。
仏
法
東
流
、
至
日
本
国
、
雖
有
其
法
、
而
無
伝
法
人
、
本
国
昔
有
聖
徳
太
子
曰
、
二
百

年
後
、
聖
教
興
於
日
本
、
今
鍾
此
運
、
願
和
上
東
遊
興
化
、
大
和
上
答
曰
、
昔
聞
、
南
岳
恵
思

禅
師
遷
化
之
後
、
託
生
倭
国
王
子
、
興
隆
仏
教
、
済
度
衆
生
、
又
聞
、
日
本
国
長
屋
王
、
崇
敬

仏
法
、
造
千
袈
裟
、
来
施
此
国
大
徳
衆
僧
、
其
袈
裟
縁
上
繍
着
四
句
曰
、
山
川
異
域
、
風
月
同

天
、
寄
諸
仏
子
、
共
結
来
縁
、
以
此
思
量
、
誠
是
仏
法
興
隆
、
有
縁
之
国
也
。�

�

と
あ
る
。
ま
ず
栄
叡
ら
は
鑑
真
の
渡
日
を
要
請
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
鑑
真
は
栄
叡
等
の
求
め

を
受
け
入
れ
、
ま
ず
弟
子
の
渡
海
を
求
め
た
が
、
賛
同
す
る
も
の
が
い
な
い
こ
と
か
ら
、
鑑
真

自
ら
が
渡
海
を
決
意
し
た
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。
渡
海
の
決
意
を
下
す
ま
で
に
、
鑑
真
は

嘗
て
長
屋
王
が
千
の
袈
裟
を
作
り
、
そ
の
袈
裟
に「
山
川
異
域
、
風
月
同
天
、
寄
諸
仏
子
、
共
結

来
縁
」の
刺
繍
が
施
さ
れ
て
い
た
故
事
を
鑑
み
て
、
渡
海
を
決
断
し
た
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に

注
目
し
て
お
き
た
い
。

（
５
）��鑑
真
和
上
の
来
日
の
記
録
は
、
八
世
紀
の
正
史
で
あ
る『
続
日
本
紀
』に
み
え
る
が
、
さ
ら
に

鑑
真
和
上
が
入
滅
し
た
十
六
年
後
に
、
淡
海
三
船
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
伝
記
の『
東
征
伝
』に

さ
ら
に
詳
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、
原
則
と
し
て『
東
征
伝
』を
も
と
に
唐
僧
、
鑑
真

和
上
の
事
蹟
を
検
討
す
る
が
、
鑑
真
和
上
の
弟
子
安
如
宝
も
鑑
真
和
上
に
従
っ
て
入
国
し
て

い
る
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
。�

�

な
お『
東
征
伝
』に
よ
る
と
、
鑑
真
和
上
の
渡
日
の
き
っ
か
け
は
、
注
記（
４
）を
参
照
。

（
６
）�安
如
宝
に
関
す
る
研
究
は
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
が
、
安
藤
更
生『
鑑
真
』（
人
物
叢
書　

吉
川

弘
文
館
）、『
鑑
真
大
和
上
伝
之
研
究
』（
平
凡
社
）、
福
山
敏
男『
唐
招
提
寺
の
建
立
」（『
歴
史
地
理
』

60-

4
）、
小
野
勝
年「
鑑
真
と
そ
の
弟
子
た
ち
』（『
仏
教
芸
術
』53
号
）、
前
園
実
知
雄
等
編『
唐
招

提
寺
防
災
工
事
調
査
報
告
書
』、
前
園『
奈
良
・
大
和
の
古
代
遺
跡
を
掘
る
』（
学
生
社
）、
東
野

治
之『
鑑
真
』（
岩
波
新
書
）、
真
田
尊
光『
鑑
真
と
唐
招
提
寺
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
）は
い
ず
れ

も
注
目
す
べ
き
論
考
を
収
載
し
て
い
る
。
本
稿
が
こ
れ
ら
の
研
究
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。

（
７
）��『
続
日
本
紀
』天
平
宝
字
七
年
五
月
六
日
条
に
よ
る
と
、
鑑
真
の
招
聘
に
尽
力
し
た
栄
叡
の
死
に

当
た
り
、「
和
上
悲
泣
失
明
」（
和
上
悲
し
み
て
泣
き
て
明
を
失
う
）と
記
し
て
い
る
。

（
８
）��『
東
征
伝
』に
よ
る
と
、
鑑
真
の
失
明
に
つ
い
て
、
唐
暦
の
天
宝
九
歳（
七
五
〇
＝
和
暦
の
天
平

勝
宝
二
年
）の
こ
と
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。�

�
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で設定

注
釈
の
一
部
が
東
野
氏
の
著
書『
鑑
真
』に
収
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
記
述
に
依
拠
し
た
。

（
36
）�注（
32
）の
前
園
氏
の
見
解
は
、
さ
ら
に
東
野
治
之
氏
が『
鑑
真
』（
岩
波
新
書
）で
詳
論
し
て
い
る
。

前
園
・
東
野
説
は
金
堂
の
成
立
時
期
を
明
ら
か
に
し
た
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。
な
お
東
野
氏

は
か
つ
て
第
三
期
に
の
み
金
堂
の
成
立
を
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
注（
35
）の
法
進
の

記
述
を
参
照
に
、
一
部
修
正
さ
れ
た
。

（
37
）�注（
35
）の
東
野
氏
の『
鑑
真
』参
照
。
な
お
現
存
の
ス
ト
ー
バ
風
の
構
造
物
は
、
昭
和
五
十
三
年

に
、
当
時
の
長
老
森
本
孝
順
師
に
よ
り
、
印
度
の
サ
ン
チ
ー
の
古
塔
を
模
し
た
宝
塔
が
築
か

れ
た
。

（
38
）��『
日
本
後
紀
』延
暦
十
六
年
三
月
丁
酉（
十
一
日
）条
に
よ
る
と
、
次
の
通
り
。�

�

正
四
位
下
菅
野
朝
臣
真
道
為
左
大
弁
、（
中
略
）伝
灯
大
法
師
位
勝
虞
・
如
宝
。
並
為
律
師
。

（
39
）��『
類
聚
国
史
』巻
百
八
十
七　

仏
道　

度
者�

�

（
延
暦
）二
十
一
年
正
月
丁
丑（
二
十
日
）。
賜
参
議
従
三
位
藤
原
朝
臣
乙
叡（
中
略
）、
律
師
伝
燈

大
法
師
位
勝
虞
、
伝
燈
大
法
師
位
恵
雲
、
伝
燈
大
法
師
位
如
宝（
中
略
）、
修
行
法
師
位
光
暁
等

各
度
一
人
。

（
40
）��『
日
本
後
紀
』延
暦
二
十
三
年
正
月
戊
戌（
二
十
二
日
）条
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。��

律
師
伝
燈
大
法
師
位
如
宝
言
。
招
提
寺
者
、
斯
唐
大
和
上
鑑
真
奉
為
聖
朝
所
建
也
。
天
平
宝
字

三
年
。
勅
以
没
官
地
賜
之
。
名
為
招
提
寺
。
又
以
越
前
国
水
田
六
十
町
、
備
前
国
田
地
十
三
町
。

充
給
供
料
、
令
学
戒
法
、
以
来
殆
五
十
年
、
雖
有
経
律
、
未
経
披
講
。
一
則
乖
和
上
之
素
意
、

一
則
闕
仏
道
之
至
志
、
伏
望
、
令
永
代
伝
講
、
便
用
賜
田
、
充
律
供
儲
、
然
則
招
提
之
宗
、
久

而
無
廃
燈
。
先
師
之
旨
、
没
而
不
朽
。
許
之
。

（
41
）��『
続
日
本
紀
』天
平
宝
字
元
年
十
一
月
壬
寅（
二
十
八
日
）条
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
に
記
し
て

い
る
。�

�

勅
、
以
備
前
国
墾
田
一
百
町
、
永
施
東
大
寺
唐
禅
院
十
方
衆
僧
供
養
料
。

（
42
）��宮
内
庁
正
倉
院
事
務
所
構
内
の
唐
禅
院
跡
地
に
関
す
る
発
掘
調
査
の
成
果
は『
正
倉
院
紀
要
』

二
十
五
号
に
掲
載
。

（
43
）��『
日
本
後
紀
』大
同
元
年
四
月
丙
辰（
二
十
三
日
）�

条
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。�

少
僧
都
大
法
師
位
勝
虞
、
大
法
師
玄
賓
為
大
僧
都
。
律
師
大
法
師
如
宝
、
大
法
師
泰
信
為
少
僧

都
。
大
法
師
永
忠
為
律
師
、
正
六
位
上
錦
辺
足
人
授
外
従
五
位
下
。

（
44
）��『
日
本
後
紀
』弘
仁
六
年
正
月
己
卯（
七
日
）条
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。�

�

少
僧
都
伝
燈
大
法
師
位
如
宝
卒
。
大
唐
人
。
不
知
何
姓
、
固
持
戒
律
。
無
有
缺
犯
、
至
於
呪
願
、

天
下
絶
疇
。
局
量
宏
遠
。
有
大
国
之
風
、
能
堪
一
代
之
壇
師
者
也
。

【
備
考
】�

２
０
１
９
年
８
月
に
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
国
を
訪
問
し
、
同
国
に
お
け
る
国
際
学
会
に
参
加

し
た
。
そ
の
時
、
同
国
と
古
代
の
日
本
を
結
ぶ
歴
史
上
の
人
物
安
如
宝
の
存
在
に
強
く

印
象
付
け
ら
れ
、
帰
国
後
、
安
如
宝
の
日
本
史
上
に
お
け
る
足
跡
に
つ
い
て
、
従
来
の

研
究
を
ふ
ま
え
て
辿
る
こ
と
に
し
、
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
、
安
如
宝
の
歴
史
上
の
役
割
を

考
え
て
み
よ
う
と
試
み
た
。
二
ヶ
月
後
の
10
月
に
東
京
に
於
い
て
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に

お
け
る
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
と
日
本
の
関
係
を
考
え
る
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
た
時
、

安
如
宝
に
つ
い
て
一
応
の
成
稿
を
得
て
い
た
が
、
当
日
は
別
の
報
告
を
行
っ
た
の
で
、

同
年
12
月
に
Ｍ
Ｉ
Ｈ
Ｏ�

Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
の『
研
究
紀
要
』に
投
稿
し
た
。
そ
の
後
、
真
田
尊
光

氏
が
以
前
に
発
表
さ
れ
て
い
た
諸
論
文
を
一
書
に
し
、書
肆
吉
川
弘
文
館
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。

拝
読
す
る
中
で
、
投
稿
済
み
の
拙
稿
を
大
幅
に
改
稿
す
る
必
要
を
感
じ
た
こ
と
か
ら
、
手
直

し
を
行
っ
た
。�

�

　

そ
も
そ
も
先
の
国
際
学
会
に
参
加
す
る
よ
う
に
勧
誘
し
て
下
さ
り
、
安
如
宝
に
つ
い
て

考
え
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
Ｍ
Ｉ
Ｈ
Ｏ�

Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
の『
研
究
紀
要
』の
編
集
者
に
改
め
て

お
礼
申
し
上
げ
る
。
本
稿
に
紹
介
で
き
な
か
っ
た
が
、
唐
招
提
寺
の
副
執
事
長（
当
時
。
現

執
事
長
）石
田
太
一
師
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事「
唐
招
提
寺
を
託
さ
れ
た
人
た
ち
―
安
如
宝

を
中
心
に
―
」（
奈
良
県
立
大
学『
Ｅ
Ｕ
Ｒ
Ｏ
－
Ｎ
Ａ
Ｒ
Ａ
Ｓ
Ｉ
Ａ�

Ｑ�

Ｖ
Ｏ
Ｌ
．
10
』に
は
、

安
如
宝
に
関
し
て
、
唐
招
提
寺
の
僧
侶
な
ら
で
は
の
貴
重
な
発
言
が
隋
所
に
見
受
け
ら
れ
る
。

是
非
、
参
照
さ
れ
た
い
。

僧
義
静
、
衢
州
霊
耀
寺
法
載
、
竇
州
開
元
寺
僧
法
成
等
一
十
四
人
、
藤
州
通
善
寺
尼
智
首
等

三
人
、
楊
州
優
婆
塞
潘
仙
童
、
胡
国
人
安
如
宝
、
崑
崙
国
人
軍
法
力
、
瞻
波
国
人
善
聴
、
都
廿

四
人
。

（
21
）�菅
谷
文
則『
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
文
化
を
支
え
た
ソ
グ
ド
人
』（
サ
ン
ラ
イ
ズ
出
版
株
式
会
社
）

（
22
）�真
田
尊
光『
鑑
真
と
唐
招
提
寺
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
）第
三
部
第
一
章
一
。

（
23
）�小
野
勝
年『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
の
研
究
』（
鈴
木
学
術
財
団
刊
）、
小
野「
鑑
真
と
そ
の
弟
子
た
ち
」

（『
仏
教
芸
術
』53
号
）、
菅
谷
文
則
、
注（
21
）参
照
。

（
24
）��『
東
征
伝
絵
巻
』巻
二　

第
三
段（
京
都
国
立
博
物
館『
鑑
真
和
上
と
戒
律
の
あ
ゆ
み
』展
目
録
）

参
照
。

（
25
）�安
如
宝
の
年
齢
に
つ
い
て
は
、
前
園
氏
の
著
書��
注（
６
）に
よ
る
。

（
26
）��『
続
日
本
紀
』天
平
宝
字
二
年
八
月
庚
子
朔
条
に
よ
る
と
、
こ
の
日
に
高
野
天
皇（
孝
謙
天
皇
）

は
皇
太
子
大
炊
王
に
皇
位
を
譲
ら
れ
た
が
、
同
日
、
皇
太
子
は
禅
を
承
け
て
即
位
式
を
あ
げ
ら

れ
た
。
つ
い
で
新
天
皇
は
鑑
真
に
対
し
、�

�

其
大
僧
都
鑑
真
和
上
、
戒
行
転
潔
、
白
頭
不
変
、
遠
渉
滄
波
、
帰
我
聖
朝
、
号
大
和
上
、
恭
敬

供
養
、
政
治
躁
煩
、
不
敢
労
老
、
宜
停
僧
綱
之
任
、
集
諸
寺
僧
尼
、
欲
学
戒
律
者
、
皆
属
令
習
。�

と
僧
綱
の
任
を
解
き
、
し
か
し
戒
律
の
就
学
を
望
む
も
の
に
広
く
そ
の
望
み
を
叶
う
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
さ
れ
た
。
政
争
か
ら
身
を
避
け
、
自
在
に
宗
教
活
動
を
可
能
と
す
る
よ
う
に

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
27
）��『
東
大
寺
要
録
』巻
二
。
第
五　

戒
和
上
次
第
に
よ
る
と
、
ま
ず
法
進
大
僧
都
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
あ
る
。�

�

一
、
鑑
真
弟
子
唐
人　

東
大
寺　

天
平
宝
字
七
年
癸
卯
任
八
十
一　

宝
字
十
一
年
任
少
僧
都　

宝
亀
二
年
任
大
僧
都
。�

�

と
あ
る
。
し
か
し
僧
都
に
補
任
の
年
次
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
っ
て
確
定
で
き
な
い
が
、『
僧
綱

補
任
』を
み
る
と
、
宝
亀
元
年
に
少
僧
都
、
宝
亀
五
年
に
大
僧
都
と
あ
る
。
次
に
如
保
和
上
と

あ
る
が
、
如
宝
の
誤
り
で
あ
る
。
そ
の
如
宝
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
み
え
る
。�

�

二
、
如
保（
宝
）和
上　
和
尚
資　
薬
師
寺　
宝
亀
五
年
任
八
十
四　
神
護
景
雲
二
年
任
少
僧
都
。

い
ま『
僧
綱
補
任
』に
よ
る
べ
き
か
、「
戒
和
上
次
第
」に
よ
る
べ
き
か
、
い
ず
れ
に
も
問
題
が

あ
る
の
で
、
法
進
や
如
宝
が
僧
綱
の
一
員
と
な
っ
た
時
期
や
戒
和
上
を
命
じ
ら
れ
た
絶
対
年
代

を
確
定
で
き
な
い
が
、
真
田
氏
も
指
摘
の
通
り
、
法
進
が
鑑
真
の
後
継
者
と
し
て
戒
和
上
に

な
り
、
さ
ら
に
法
進
の
後
を
如
宝
が
継
承
し
た
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
真
田
尊
光『
鑑
真
と

唐
招
提
寺
の
研
究
』第
三
部
第
二
章

（
28
）�注（
22
）参
照
。

（
29
）��牧
伸
行『
日
本
古
代
の
僧
侶
と
寺
院
』（
日
本
仏
教
史
研
究
叢
書
）法
藏
館

（
30
）��『
帝
王
編
年
記
』巻
十
一　

淡
路
廃
帝　

天
平
宝
字
五
年
正
月
二
十
一
日
条
に
、�

�

勅
曰
、
東
山
道
信
濃
国
坂
以
東
国
々
、
以
下
野
国
薬
師
寺
為
戒
壇
院
、
西
海
諸
国
、
以
筑
紫
観

世
音
寺
為
戒
壇
院
。�

�

と
あ
り
、
下
野
国
薬
師
寺
と
筑
紫
の
観
世
音
寺
に
戒
壇
院
を
作
り
、
戒
壇
院
の
役
割
分
担
を

定
め
て
い
る
。�

�

ま
た『
東
大
寺
要
録
』巻
一
。
本
願
章
第
一
、
孝
謙
天
皇　

天
平
宝
字
五
年
正
月
二
十
一
日
条
に��

下
勅
於
下
野
薬
師
寺
、
筑
紫
観
世
音
寺
始
建
戒
壇
、
行
授
戒
。�

�

と
み
え
る
。

（
31
）�注（
29
）参
照
。

（
32
）�唐
招
提
寺
の
金
堂
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
、
前
園
実
知
雄
氏
は『
奈
良
・
大
和
の
古
代
遺
跡
を

掘
る
』（
学
生
社
）に
於
い
て
、
大
別
す
る
と
三
説
を
指
摘
で
き
る
と
い
う
。�

�

第
一
は
、
鑑
真
和
上
の
建
立
説
。
し
た
が
っ
て
唐
招
提
寺
の
建
立
か
ら
鑑
真
和
上
の
入
滅
ま
で
。�

第
二
は
、
金
堂
の
建
立
は
鑑
真
の
弟
子
の
如
宝
の
建
立
し
た
も
の
と
の
説
。�

�

第
三
は
、
平
安
時
代
初
期
に
五
重
塔
を
作
り
始
め
、
そ
の
こ
ろ
如
宝
の
尽
力
が
あ
っ
た
と
す
る

説
。�

�

以
上
の
三
説
に
分
け
ら
れ
る
が
、
前
園
氏
自
身
も
本
説
に
つ
い
て
順
次
議
論
を
展
開
し
て
い
る

が
、
さ
ら
に
発
掘
調
査
を
踏
ま
え
て
、
金
堂
周
辺
の
発
掘
状
況
や
瓦
の
形
式
な
ど
か
ら
、
鑑
真

の
弟
子
如
宝
が
金
堂
を
建
立
し
た
と
具
体
的
に
提
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
如
宝
が
唐
招
提
寺
の

寺
内
の
整
備
を
行
っ
て
い
る
第
三
の
時
期
で
あ
る
。
如
宝
の
活
躍
が
こ
の
第
三
の
時
期
を
中
心

に
し
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
33
）�前
園
氏
は
橿
原
考
古
学
研
究
所
の
唐
招
提
寺
の
発
掘
調
査
の
責
任
者
と
な
り
、
発
掘
成
果
を

公
開
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
は
後
に『
唐
招
提
寺
伽
藍
復
元
図
』（
奈
良
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第

177
集
）と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
る
。

（
34
）�注（
32
）の
前
園
氏
の
著
書
を
参
照
。

（
35
）�法
進
著『
沙
弥
十
戒
幷
び
に
威
儀
経
疏
』巻
五
。
な
お
本
書
は
、
天
平
宝
字
五
年
に
大
安
寺
僧

善
俊
の
需
に
応
じ
て
法
進
が『
沙
弥
十
戒
幷
び
に
威
儀
経
』を
注
釈
し
た
も
の
と
い
う
。
法
進
の
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